
 

 

 
 

令令令和和和４４４年年年度度度   ３３３ＲＲＲ取取取組組組企企企業業業支支支援援援事事事業業業のののごごご案案案内内内（（（第第第２２２次次次募募募集集集）））   
 

新潟県では、廃棄物の発生抑制や資源の有効利用を促進し、循環型社会の構築を図るために、産業廃棄物

税の税収を充て、県内の産業廃棄物排出事業者や再生事業者が行うリサイクル等事業に要する経費の一部に

対し、補助金を交付します。 

 この度、「リサイクル等調査・開発支援事業」において、追加募集を行います。 

 

１ 補助制度の内容（今回は「発生抑制・リサイクル施設整備事業」の募集を行いません） 

 リサイクル等調査・開発支援事業 

事 
業 
概 
要 

産業廃棄物の発生抑制・リサイクルのために行う以下に掲げる事業 

① 産業廃棄物のリサイクル等新技術の開発又は既存技術の改良 

② 産業廃棄物を原料とする再生品の開発 

③ 産業廃棄物を原料とする再生品の用途開発 

④ 産業廃棄物が排出されてから、再生、利用されるまでのシステムの構築 

対 
象 
者 

(1)県内に事務所又は事業所を有する法人又は個人の方で、産業廃棄物を排出又は再生事業
を行う事業者（事業を予定している方も含む） 

(2)廃棄物処理法第１４条第５項第２号イからヘまでの各規定に該当しない事業者 
(3)県税を滞納するなど法令に抵触し助成が適当でないと認められる事業者ではない事業
者 

(4)事業を的確に、かつ継続して行うに足りる経理的基礎を有する事業者 

対 
象 
要 
件 

(1) 新潟県内で排出された産業廃棄物が、取扱廃棄物（災害廃棄物を除く。）量の３／４以
上（重量）であること（※） 

(2) 産業廃棄物の発生抑制・リサイクルの効果が高く、県内地域への波及効果が見込めるも
のであること 

(3)事業に伴い発生する環境負荷について、低減対策が十分とられていること 
(4)焼却施設等廃棄物の減量・減容にとどまるものではないこと 

補 
助 
額 

１／２以内 
100万円以上750万円以下 

（大学等と共同研究する場合は２／３以内 
100万円以上1,000万円以下） 

対 
象 
経 
費 

原材料費、構築物費、機械装置・工具器具費、 
外注委託費、技術指導受入費、その他の経費 

事 
業 
期 
間 

交付決定の日から令和６年３月３１日までの最長２か年度 
（事業計画書は年度ごとに審査を行います） 

 
（※）リサイクル等調査・開発支援事業においては、技術上特に必要と認める場合は、開発技術等の対象物の割合を、

県内で排出された産業廃棄物が１／２以上（重量）かつ県内で排出された産業廃棄物及び一般廃棄物の割合を３／
４以上（重量）とすることができる。 

 
 

産業廃棄物の３Ｒに効果的な取組を支援します！ 



 

 

 

２ 補助対象事業例（リサイクル等調査・開発支援事業） 

 ・リサイクル等新技術の開発又は既存技術の改良事業や産業廃棄物を原料とする再生品の開発や用途開発

事業 

 ・産業廃棄物の排出事業者、収集運搬業業者、再生事業者、再生品利用者等により廃棄物が排出されてか

ら再生、利用されるまでのシステムを構築する事業 

（事業例） 

事業名 事業概要 対象廃棄物 補助施設 

産業廃棄物を原料とする再生

品の用途開発 

木くずなどの焼却灰の焼成物を原料と

する再生品の開発 
木くず 混練成形機、簡易乾燥機 

食品残さ資源化施設の新技術

導入・モデル施設整備事業 

食品残さの堆肥化の事業化へ向けた、

モデル構築やデータ収集 
動植物性残さ 

食品資源リサイクル機器 

臭気分析費、堆肥成分分析費 

 

３ 募集期間 

  □ 令和４年８月１６日（火）から９月３０日（金）まで 

 

※募集期間終了後、予算の残額が出た場合にはその後追加募集を行う可能性があります。 

          

４ 補助事業者の選定 

補助事業者の選定は、以下の日程で行う予定です。 

 

 

 

 

 

※プレゼンテーション審査は書類審査を通過した方が対象です。学識者等で構成する委員会で行います。 
 

５ その他 

詳しくは新潟県ホームページに募集要領等を掲載していますので、そちらをご覧ください。 

（https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/shigenjunkan/1356800415652.html） 

 

６ 問い合わせ先 

新潟県環境局資源循環推進課 資源循環企画係  電話：025-280-5160（直通） 

事業計画書の受付 

令和４年９月３０日まで 

プレゼンテーション審査 

令 和 ４ 年 10 月 下 旬 

補助事業者の決定 

令 和 ４ 年 11 月 上 旬 


